
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

帯鋸盤

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　木材、樹脂及び金属等を切断する機器である。回転する帯状のループ鋸刃(バン
ドソー)の一部が露出しており、その露出部分で切断する。

○構造、仕様、意匠
　持ち運び用の取っ手等はなく、台等に固定するためのボルト穴が設けられてい
る。
　重量：約１３㎏。
　定格：１００Ｖ、５００Ｗ、５０／６０Ｈｚ
　鋸刃回転数：１７ｍ／sec

○ 主な使用者、販売先
一般家庭、ホームセンター等。

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気のこぎり」として
取り扱う。

（理由）
　本製品は、台等に固定するボルト穴を有しているものの、これは使用中の振動又
は外力により機器が移動するのを防止するためのものなので、可搬形とみなし、電
動工具の「電気のこぎり」として取り扱うのが妥当と判断する。


